
 

 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税

の種別割の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する

。 

 

令和 ８ 年 ３ 月３１日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第４９号 



アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動

車税の種別割の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税

の種別割の特例に関する条例施行規則（平成２１年川崎市規則第２６号）の一

部を次のように改正する。 

 題名、第１条及び第４条中「の種別割」を削る。 

 第１号様式中「軽自動車税（種別割）証紙」を「軽自動車税証紙」に、「Li 

ght Motor Vehicle Tax (Category Base) Stamp」を「Light Motor Vehi 

cle Tax Stamp」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規則の規定は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適

用し、令和７年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例に

よる。 

３ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる

。 

 

 


